
 

 

 

 

 

「求人者マイページ」を開設しますと、会社のパソコン・スマートフォンから、各種サービスを利用するこ

とができます。 

「求人者マイページ」を開設するには、事前にハローワークで

アカウントとしてＩＤ(メールアドレス)を登録する必要があります！ 
☆「来所・電話・メール」のいずれかでご連絡ください☆ 

 

★こちらの申込み用紙に必要事項をご記入下さい。 

求人者マイページ開設用アカウント（メールアドレス）登録 

令和  年   月   日 

 ログインアカウントとして利用するメールアドレスを次のとおり登録申請します。 

事業所名：                                           

事業所番号： ４４０7 －          －      

登録用メールアドレス：                    

電話番号：  (          )   

担当者氏名： (           )   
 

★メールでの申込みは、下記アドレスまで必要事項を記載の上、送信してください。 

必要事項：①ＩＤ（メールアドレス） ②事業所名 ③事業所番号 ④担当者氏名、連絡先 

【アドレス】 ｕｓａ-ａｎｔｅｉｓｈｏ＠ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ 
 

★ＩＤ（メールアドレス）の登録が完了しましたら、パスワードの設定等を行う必要

がありますので、追ってハローワークよりご連絡をさせていただきます。 

※お急ぎの場合は、メール送信後ハローワークにお電話ください。 

 

ハローワーク宇佐 求人・専門援助部門 ☎0978-32-8609 

《事業主の皆様へ》 

求人者マイページ登録申込書 

※判別しにくい文字には 

フリガナをつけてください 

   ゼロ   オー  ハイフン  アンダーバー 

(例：０、 ｏ、 － 、 ＿ ) 


